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2
に
つ
い
て 

1
に
つ
い
て 

洪
水
防
御
に
関
す
る
計
画
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
河
川
の
大
き
さ
、
当
該
河
川
に
お
け
る
洪
水
に
よ
り
被
害
を

受
け
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
の
社
会
的
及
び
経
済
的
重
要
性
、
当
該
洪
水
で
想
定
さ
れ
る
被
害
の
状
況
、
当
該
河
川
の
既
往

洪
水
に
よ
る
被
害
の
実
態
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
級
河
川
庄
川
水
系
庄
川
（
以
下
「
庄 

 

川
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
り
、
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十 

 

九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
実
施
基
本

計
画
（
以
下
「
工
事
実
施
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
基
準
地
点
雄
神
（
以
下
「
基
準
地
点
雄
神
」
と
い
う
。
）
の 

 
 

 
 

基
本
高
水
の
ピ
ー
ク
流
量
を
百
五
十
分
の
一
の
年
超
過
確
率
を
用
い
て
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
庄
川
以
外
の
富
山
県
内
の
河
川
で
は
、
一
級
河
川
常
願
寺
川
水
系
常
願
寺
川
及
び
一
級
河
川
神
通
川
水
系
神
通
川

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
実
施
基
本
計
画
に
お
け
る
基
準
地
点
で
あ
る
瓶
岩
及
び
神
通
大
橋
の
基
本
高
水
の
ピ
ー
ク

流
量
を
百
五
十
分
の
一
の
年
超
過
確
率
を
用
い
て
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
建
設
省
直
轄
の
利
賀
ダ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

4
に
つ
い
て 

3
に
つ
い
て 

利
賀
ダ
ム
は
、
御
指
摘
の
「
昭
和
六
十
二
年
に
策
定
し
た
「
庄
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
」
」
に
は
位
置
付
け
ら
れ
て 

 
お
ら
ず
、
平
成
六
年
六
月
に
改
定
さ
れ
た
庄
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
（
以
下
「
庄
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
ダ
ム
に
よ
る
調
節
流
量
の
一
部
を
担
う
ダ
ム
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

庄
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
の
基
本
高
水
の
ピ
ー
ク
流
量
の
決
定
に
当
た
り
用
い
た
八
つ
の
計
画
降
雨
に
つ
い
て
、
洪

水
調
節
を
行
う
ダ
ム
が
存
在
し
な
い
と
し
た
場
合
と
利
賀
川
ダ
ム
の
み
が
存
在
す
る
と
し
た
場
合
及
び
境
川
ダ
ム
の
み
が
存

在
す
る
と
し
た
場
合
の
基
準
地
点
雄
神
に
お
け
る
ピ
ー
ク
流
量
の
差
の
最
大
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
毎
秒
約
六
十
立
方
メ
ー
ト

ル
及
び
毎
秒
約
百
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

な
お
、
和
田
川
ダ
ム
は
、
基
準
地
点
雄
神
よ
り
下
流
で
合
流
す
る
一
級
河
川
庄
川
水
系
和
田
川
（
以
下
「
和
田
川
」
と
い

う
。
）
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
基
準
地
点
雄
神
に
お
け
る
同
ダ
ム
の
洪
水
調
節
の
効
果
は
存
し
な
い
。 

ま
た
、
庄
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
で
は
、
利
賀
ダ
ム
以
外
の
ダ
ム
は
具
体
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
着

手
す
る
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
調
査
検
討
の
上
、
計
画
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二 

 



 

5
に
つ
い
て 

河
川
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
四
十
三
年
三
月
三
十
日
に
建
設
大
臣
が
認
可
し
た
和
田
川
総
合
開
発

事
業
全
体
計
画
（
以
下
「
和
田
川
全
体
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
和
田
川
の
和
田
川
左
支
川
鴨
川
合
流
地
点
か
ら
庄 

 
 

川
合
流
地
点
ま
で
の
区
間
に
お
け
る
基
本
高
水
の
ピ
ー
ク
流
量
は
毎
秒
二
百
七
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル
、
計
画
高
水
流
量
は
毎

秒
二
百
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
和
田
川
に
お
け
る
「
ダ
ム
に
よ
る
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
は
一
一
〇

立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
は
な
い
。
ま
た
、
和
田
川
に
は
、
現
在
、
和
田
川
ダ
ム
以
外
に
洪
水
調
節
を

目
的
と
す
る
既
設
ダ
ム
、
建
設
中
の
ダ
ム
及
び
計
画
中
の
ダ
ム
は
存
在
し
な
い
。 

利
賀
ダ
ム
は
、
和
田
川
の
洪
水
調
節
を
行
う
も
の
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
ダ
ム
の
洪
水
調
節
に
よ
り

庄
川
の
和
田
川
合
流
点
の
水
位
が
低
下
す
る
こ
と
か
ら
、
和
田
川
の
洪
水
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

な
お
、
御
指
摘
の
「
ダ
ム
事
業
総
点
検
」
に
お
け
る
「
大
門
地
点
」
と
は
、
建
設
省
北
陸
地
方
建
設
局
富
山
工
事
事
務
所

（
以
下
「
富
山
工
事
事
務
所
」
と
い
う
。
）
が
流
量
を
観
測
し
て
い
る
地
点
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
災
害
の
あ
っ
た 

 

地
点
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。 

三 

 



 

6
に
つ
い
て 

さ
ら
に
、
本
川
、
支
川
等
の
各
河
川
に
お
け
る
洪
水
防
御
に
関
す
る
計
画
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
河
川
の
大
き

さ
、
当
該
河
川
に
お
け
る
洪
水
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
と
想
定
さ
れ
る
地
域
の
社
会
的
及
び
経
済
的
重
要
性
、
当
該
洪
水
で

想
定
さ
れ
る
被
害
の
状
況
、
当
該
河
川
の
既
往
洪
水
に
よ
る
被
害
の
実
態
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
定
め
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
和
田
川
に
お
け
る
洪
水
防
御
に
関
す
る
計
画
の
規
模
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
り
、
和
田
川
全
体
計
画
の

基
本
高
水
の
ピ
ー
ク
流
量
を
五
十
分
の
一
の
年
超
過
確
率
を
用
い
て
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
「
清
流
ラ
ン
キ
ン
グ
」
は
、
各
河
川
で
観
測
さ
れ
た
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
年
平
均
値
を
基
に
、
建
設
省

に
お
い
て
、
毎
年
、
そ
の
順
位
を
公
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

庄
川
水
系
に
は
、
現
在
十
七
の
ダ
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
富
山
工
事
事
務
所
が
水
質
を
観
測
し
て
い
る
三
地
点
（
河

口
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
六
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
及
び
二
十
四
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
新
庄
川

橋
地
点
、
大
門
大
橋
地
点
及
び
雄
神
橋
地
点
）
に
お
け
る
庄
川
の
流
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
七
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
水
質
値
（
年
間
の
全
デ
ー
タ
を
そ
の
値
の
小
さ
な
も
の
か
ら
順
に
並
べ
た
と
き
に
、
全
デ
ー
タ
数
の
七
十
五 

 

パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
順
番
に
当
た
る
デ
ー
タ
の
値
を
い
う
。
）
は
、
「
庄
川
水
域
等
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境

四 

 



 

9
に
つ
い
て 

8
に
つ
い
て 

7
に
つ
い
て 

基
準
の
水
域
類
型
の
指
定
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
付
け
富
山
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号
）
に
お
い 

 
て
指
定
さ
れ
た
同
川
の
水
域
類
型
に
係
る
基
準
値
を
超
え
て
お
ら
ず
、
良
好
な
水
質
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。 

建
設
省
所
管
の
ダ
ム
等
事
業
に
係
る
御
指
摘
の
「
ダ
ム
事
業
総
点
検
等
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
個
々
の
ダ
ム

等
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
の
必
要
性
及
び
緊
急
性
、
事
業
を
め
ぐ
る
社
会
情
勢
、
事
業
に
係
る
費
用
対
効
果
、
事
業
の
進 

 
 

ち
ょ
く
状
況
等
の
視
点
か
ら
、
今
後
の
事
業
の
進
め
方
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
。 

利
賀
ダ
ム
の
堆た

い

砂
容
量
は
、
ダ
ム
の
耐
用
年
数
を
考
慮
し
て
百
年
間
分
の
堆
砂
容
量
を
見
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
庄
川
水

系
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
用
い
た
統
計
的
概
念
で
あ
る
年
超
過
確
率
と
論
理
的
な
関
連
性
は
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

ま
た
、
利
賀
ダ
ム
は
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
を
そ
の
目
的
の
一
と
す
る
ダ
ム
で
あ
り
、
建
設
省
に
お
い
て
は
、
水

質
の
予
測
計
算
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
同
ダ
ム
下
流
の
水
質
の
確
保
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

五 

 



 

 

六 

御
指
摘
の
「
工
事
用
道
路
」
の
建
設
の
た
め
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
約
三
百
三
十
億
円
か
ら
道
路
改
修
に
係
る
費
用
を
除

い
た
費
用
の
う
ち
、
河
川
法
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
及
び
富
山
県
の
負
担
額
を
、
平
成
十

年
度
価
格
に
換
算
し
た
上
で
、
利
賀
ダ
ム
の
洪
水
調
節
に
用
い
る
容
量
と
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
と
増
進
を
図
る
た
め

の
貯
留
量
と
の
比
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
当
該
洪
水
調
節
相
当
分
の
費
用
が
、
御
指
摘
の
「
現
計
画
の
事
業
費
」
で
あ
る
約
六

百
八
十
二
億
円
に
含
ま
れ
て
い
る
。 


